
 

 

相模原市監査委員公表第１９号  

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の３８第６項の規定により、令

和６年度の包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨、市長から通知があったの

で、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

 

令和７年１１月２６日 

 

 

相模原市監査委員 岩 本   晃 

 

 

同        橋 本 愼 一 

 

 

同        寺 田 弘 子 

 

 

同        鈴 木 秀 成 
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１ 特定の事件(令和６年度) 

公共施設管理に係る財務事務の執行について 

２ 監査対象部局及び団体 

  令和５年度に公共施設管理事業を実施している関係各課 

３ 措置に係る通知日 

  市長から通知があった日  令和７年１１月１７日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

【要修繕箇所への対応について(北清掃

工場)】  

  北清掃工場とこれに併設する粗大ご

み処理施設の施設維持管理にかかる委

託契約の一部について、委託事業者が

提出した完了報告書等を閲覧し、異常

な報告等がないかを検討した。 

 電気設備保守点検業務委託では令和

５年度に非常用自家発電設備の冷却配

水管が著しく腐食しているため、配管

の破孔による水漏れの発生が懸念され

る状態のため早急に部品交換を実施す

るよう指摘がなされているが、令和６

年度においても未対応となっている。

修繕又は更新する場合には配管そのも

のの交換を要するため、小規模な工事

だけでは対応できず、加えて、一部供

給が終了している部品も関係している

ことから修繕に準備を要するためであ

る。 

しかし、本指摘は非常用自家発電設

備に関するものであるため、これが非

常時に機能しない事態は避けなければ

【要修繕箇所への対応について(北清掃

工場)】  

 令和５年度の点検結果を受け、保守

点検業者と検討した結果、令和６年度

に配管の代替品設計等の製作準備作業

を行った。令和７年度に部品調達を行

い、配管交換には焼却設備を停止させ

る必要があることから、全休炉時(令和

７年５月２２日)に電気設備保守点検業

務委託において当該配管の交換を実施

した。また、当該配管は腐食の進行が

早いため、北清掃工場施設保全計画に

おいて時間基準保全(２年)で交換する

こととした。 

 今後は、非常用発電機のような重要

な機器で、整備時期が限定されるもの

については、過去の整備履歴から交換

頻度の高い部品をリストアップし、時

間基準保全で交換するなど予防保全を

行うこととする。また、部品供給期限

が迫っているものについては、予備品

として在庫を持つことも検討する。 

なお、毎月２回非常用自家発電設備
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ならない。修繕又は更新も大がかりな

工事となる可能性があるが、早急に対

応することを検討されたい。 

(報告書 １８９～１９０頁) 

の試運転を実施し、水漏れしていない

ことを確認しており、引き続き行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


